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４
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
検
察
庁
法
（
以
下

「
新
検
察
庁
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
検
察
官
の
任
用
、
分
限
そ

の
他
の
人
事
行
政
に
関
す
る
制
度
の
円
滑
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
、
法
務
大
臣
は

、
長
期
的
な
人
事
管
理
の
計
画
的
推
進
そ
の
他
必
要
な
準
備
を
行
う
も
の
と
し
、
人

事
院
及
び
内
閣
総
理
大
臣
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
権
限
に
応
じ
、
法
務
大
臣
の
行
う
準
備

に
関
し
必
要
な
連
絡
、
調
整
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

I

に
お
い
て
「
新
検
察
庁
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
検
察
官
の
任
用
、
分
限
そ

の
他
の
人
事
行
政
に
関
す
る
制
度
の
円
滑
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
、
法
務
大
臣
は

、
長
期
的
な
人
事
管
理
の
計
画
的
推
進
そ
の
他
必
要
な
準
備
を
行
う
も
の
と
し
、
人

事
院
及
び
内
閣
総
理
大
臣
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
権
限
に
応
じ
、
法
務
大
臣
の
行
う
準
備

に
関
し
必
要
な
連
絡
、
調
整
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

５
法
務
大
臣
は
、
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
、
施
行
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
年
齢
六
十
三
年
に
達
す
る
検
察
官
（
検
事
総
長
を
除
く
。
）
に
対

４
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
検
察
庁
法

ま
で
の
間
に
、
施
行
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
問
に
年
齢
六
十
年
に

達
す
る
職
員
（
当
該
職
員
が
占
め
る
官
職
に
係
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

国
家
公
務
員
法
（
以
下
「
旧
国
家
公
務
員
法
」
と
い
う
。
）
第
八
十
一
条
の
二
第
二

項
に
規
定
す
る
定
年
が
年
齢
六
十
年
で
あ
る
職
員
に
限
る
。
）
に
対
し
、
新
国
家
公

務
員
法
附
則
第
九
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
同
条
に
規
定
す
る
給
与
に
関
す
る
特
例

措
置
及
び
退
職
手
当
に
関
す
る
特
例
措
置
そ
の
他
の
当
該
職
員
が
年
齢
六
十
年
に
達

す
る
日
以
後
に
適
用
さ
れ
る
任
用
、
給
与
及
び
退
職
手
当
に
関
す
る
措
置
の
内
容
そ

の
他
の
必
要
な
情
報
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
同
日
の
翌
日
以
後
に
お

け
る
勤
務
の
意
思
を
確
認
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

３
特
定
地
方
警
務
官
（
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
警
察
法
第
五
十
六
条
の
二

第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
地
方
警
務
官
を
い
う
。
附
則
第
六
条
第
十
一
項
及
び
第
十

一
条
第
九
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同

項
中
「
任
命
権
者
」
と
あ
る
の
は
「
警
視
総
監
又
は
道
府
県
警
察
本
部
長
」
と
、
「

対
し
、
」
と
あ
る
の
は
「
対
し
、
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
警
察
法
附
則
第

三
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
」
と
す
る
。

（
次
項
及
び
附
則
第
十
六
条
第
一
項
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I

し
、
新
検
察
庁
法
附
則
第
四
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
同
条
に
規
定
す
る
給
与
に
関

す
る
特
例
措
置
及
び
退
職
手
当
に
関
す
る
特
例
措
置
そ
の
他
の
当
該
検
察
官
が
年
齢

六
十
三
年
に
達
す
る
日
以
後
に
適
用
さ
れ
る
任
用
、
給
与
及
び
退
職
手
当
に
関
す
る

措
置
の
内
容
そ
の
他
の
必
要
な
情
報
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
同
日
の

翌
日
以
後
に
お
け
る
勤
務
の
意
思
を
確
認
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

６
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
自
衛
隊
法
（
以
下
「
新
自
衛
隊
法
」
と
い
う
。

）
の
規
定
に
よ
る
隊
員
（
自
衛
隊
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
隊
員
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
の
任
用
、
分
限
そ
の
他
の
人
事
行
政
に
関
す
る
制
度
の
円
滑
な
実
施
を

確
保
す
る
た
め
、
任
命
権
者
（
同
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
隊
員
の
任

免
に
つ
い
て
権
限
を
有
す
る
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
並
び
に
附
則
第
八

条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
長
期
的
な
人
事
管
理
の
計
画
的
推

進
そ
の
他
必
要
な
準
備
を
行
う
も
の
と
し
、
防
衛
大
臣
は
、
任
命
権
者
の
行
う
準
備

に
関
し
必
要
な
連
絡
、
調
整
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

７
任
命
権
者
は
、
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
、
施
行
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
年
齢
六
十
年
に
達
す
る
隊
員
（
当
該
隊
員
が
占
め
る
官
職
に
係
る

第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
自
衛
隊
法
（
以
下
「
旧
自
衛
隊
法
」
と
い
う
。
）

第
四
十
四
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
定
年
が
年
齢
六
十
年
で
あ
る
隊
員
に
限
る
。

）
に
対
し
、
新
自
衛
隊
法
附
則
第
十
三
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
同
項
に
規
定
す
る

給
与
に
関
す
る
特
例
措
置
及
び
退
職
手
当
に
関
す
る
特
例
措
置
そ
の
他
の
当
該
隊
員

が
年
齢
六
十
年
に
達
す
る
日
以
後
に
適
用
さ
れ
る
任
用
、
給
与
及
び
退
職
手
当
に
関

す
る
措
置
の
内
容
そ
の
他
の
必
要
な
情
報
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
同

日
の
翌
日
以
後
に
お
け
る
勤
務
の
意
思
を
確
認
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。
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Ｌ
９
９
０
日

（
国
家
公
務
員
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
新
国
家
公
務
員
法
第
六
十
条
の
二
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
退
職
を
し
た

同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年
齢
六
十
年
以
上
退
職
者
（
次
項
に
お
い
て
「
新
国
家
公

務
員
法
に
よ
る
年
齢
六
十
年
以
上
退
職
者
」
と
い
う
。
）
及
び
同
条
第
一
項
に
規
定

す
る
自
衛
隊
法
に
よ
る
年
齢
六
十
年
以
上
退
職
者
（
次
項
に
お
い
て
「
新
自
衛
隊
法

に
よ
る
年
齢
六
十
年
以
上
退
職
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２
任
命
権
者
は
、
基
準
日
（
令
和
六
年
四
月
一
日
、
令
和
八
年
四
月
一
日
、
令
和
十

年
四
月
一
日
及
び
令
和
十
二
年
四
月
一
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。

）
か
ら
基
準
日
の
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
基
準
日
に
お
け
る
新
国
家
公

務
員
法
定
年
相
当
年
齢
（
新
国
家
公
務
員
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
短

時
間
勤
務
の
官
職
で
あ
っ
て
同
項
に
規
定
す
る
指
定
職
（
次
条
第
一
項
及
び
附
則
第

六
条
第
三
項
に
お
い
て
「
指
定
職
」
と
い
う
。
）
以
外
の
も
の
（
附
則
第
六
条
第
二

項
を
除
き
、
以
下
附
則
第
七
条
第
一
項
ま
で
に
お
い
て
「
短
時
間
勤
務
の
官
職
」
と

い
う
。
）
を
占
め
る
職
員
が
、
常
時
勤
務
を
要
す
る
官
職
で
そ
の
職
務
が
当
該
短
時

間
勤
務
の
官
職
と
同
種
の
官
職
を
占
め
て
い
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
新
国
家

公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
定
年
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び

附
則
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
基
準
日
の
前
日
に
お
け
る
新
国
家
公
務

員
法
定
年
相
当
年
齢
を
超
え
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
（
基
準
日
に
お
け
る
新
国
家
公

務
員
法
定
年
相
当
年
齢
が
新
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
六
第
二
項
本
文
に
規
定

す
る
定
年
で
あ
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
に
限
る
。
）
及
び
こ
れ
に
相
当
す
る
基
準
日

以
後
に
設
置
さ
れ
た
短
時
間
勤
務
の
官
職
そ
の
他
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
短
時
間

勤
務
の
官
職
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
国
家
公
務
員
法
原
則
定
年
相
当
年
齢
引

上
げ
短
時
間
勤
務
官
職
」
と
い
う
。
）
に
、
基
準
日
の
前
日
ま
で
に
新
国
家
公
務
員
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法
に
よ
る
年
齢
六
十
年
以
上
退
職
者
又
は
新
自
衛
隊
法
に
よ
る
年
齢
六
十
年
以
上
退

職
者
と
な
っ
た
者
（
基
準
日
前
か
ら
新
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
七
第
一
項
又

は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
し
た
後
基
準
日
以
後
に
退
職
を
し
た
者
及
び
基
準
日

前
か
ら
新
自
衛
隊
法
第
四
十
四
条
の
七
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
し

た
後
基
準
日
以
後
に
退
職
を
し
た
者
を
含
む
。
）
の
う
ち
基
準
日
の
前
日
に
お
い
て

同
日
に
お
け
る
当
該
新
国
家
公
務
員
法
原
則
定
年
相
当
年
齢
引
上
げ
短
時
間
勤
務
官

職
に
係
る
新
国
家
公
務
員
法
定
年
相
当
年
齢
に
達
し
て
い
る
者
（
当
該
人
事
院
規
則

で
定
め
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
に
あ
っ
て
は
、
人
事
院
規
則
で
定
め
る
者
）
を
、
新

国
家
公
務
員
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、

新
国
家
公
務
員
法
原
則
定
年
相
当
年
齢
引
上
げ
短
時
間
勤
務
官
職
に
、
同
条
第
二
項

に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
（
附
則
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三

項
を
除
き
、
以
下
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
基
準

日
の
前
日
に
お
い
て
同
日
に
お
け
る
当
該
新
国
家
公
務
員
法
原
則
定
年
相
当
年
齢
引

上
げ
短
時
間
勤
務
官
職
に
係
る
新
国
家
公
務
員
法
定
年
相
当
年
齢
に
達
し
て
い
る
定

年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
（
当
該
人
事
院
規
則
で
定
め
る
短
時
間
勤
務
の
官
職

に
あ
っ
て
は
、
人
事
院
規
則
で
定
め
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
）
を
、
昇

任
し
、
降
任
し
、
又
は
転
任
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３
平
成
十
一
年
十
月
一
日
前
に
新
国
家
公
務
員
法
第
八
十
二
条
第
二
項
前
段
に
規
定

す
る
退
職
又
は
先
の
退
職
が
あ
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
、
同

項
後
段
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、
同
項
後
段
に
規
定
す
る
引
き
続
く
職
員
と

し
て
の
在
職
期
間
に
は
、
同
日
前
の
当
該
退
職
又
は
先
の
退
職
の
前
の
職
員
と
し
て

の
在
職
期
間
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

４
暫
定
再
任
用
職
員
（
次
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
附
則
第
五
条
第
一
項
若
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し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
を
い
う
。
附
則
第
六
条
及
び
第
七

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
て
在
職
し
て
い
た
期
間
が
あ
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間

勤
務
職
員
に
対
す
る
新
国
家
公
務
員
法
第
八
十
二
条
第
二
項
後
段
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
同
項
後
段
中
「
又
は
」
と
あ
る
の
は
、
「
又
は
国
家
公
務
員
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
号
）
附
則
第
四
条
第
一
項
若
し
く

は
第
二
項
若
し
く
は
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
か
つ
て
採
用

さ
れ
て
同
法
附
則
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
暫
定
再
任
用
職
員
と
し
て
在
職
し
て

い
た
期
間
若
し
く
は
」
と
す
る
。

５
施
行
日
前
に
旧
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
勤
務
す
る
こ
と
と
さ
れ
、
か
つ
、
旧
国
家
公
務
員
法
勤
務
延
長
期
限
（
同
条
第

一
項
の
期
限
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
限
を
い
う
。
以
下
こ

の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
施
行
日
以
後
に
到
来
す
る
職
員
（
次
項
に
お

い
て
「
旧
国
家
公
務
員
法
勤
務
延
長
職
員
」
と
い
う
。
）
に
係
る
当
該
旧
国
家
公
務

員
法
勤
務
延
長
期
限
ま
で
の
間
に
お
け
る
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

勤
務
に
つ
い
て
は
、
新
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
七
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

６
任
命
権
者
は
、
旧
国
家
公
務
員
法
勤
務
延
長
職
員
に
つ
い
て
、
旧
国
家
公
務
員
法

勤
務
延
長
期
限
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
限
が
到
来
す
る
場
合
に

お
い
て
、
新
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
七
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
人
事
院
の
承
認
を
得
て
、
こ
れ
ら
の
期
限
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該

期
限
は
、
当
該
旧
国
家
公
務
員
法
勤
務
延
長
職
員
に
係
る
旧
国
家
公
務
員
法
第
八
十

一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
定
年
退
職
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
る
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達
し
た
日
」
と
す
る
。

９
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定

す
る
行
政
執
行
法
人
の
職
員
に
対
す
る
第
六
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項

中
「
と
き
は
、
人
事
院
の
承
認
を
得
て
」
と
あ
る
の
は
、
「
と
き
は
」
と
す
る
。

Ⅲ
（
略
）

81 71
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
十
雷
羽
司
卿
烈
剴
副
１
日
洲
渕
則
叫
刷
Ｊ
剥
剛
樹
劇
削
鯏
園
荊
ゴ

住
か
定
減
る
準
則
で
一
正
瞼

た
日
」
と
す
る
。

０
卜
咋
一
斗
似
副
噌
，
澤
旺
ソ

｜
条
圭

検
事
又
は
ヨ
険
聿

仏
‐
七
諾
宗
一
曜
察
宗
一
［

験
事
総
長
、
次
長
浅
事
又
ま
実
事
三

条
圭

朱
三
暉
兵
の
照

勒
一
王

〆

、

虻
，
七
章
末
一
曜
察
耒
一
向

ｚ
二
塗
宋
一
産
毎
に
明

朱
二
犀
夛
の
串

Ｚ
二
準
宋
一
隔
声
〉
に
串

床
六
晤
多
広
幅
廟
｛
疋
の
瞳
閉

庇
’
七
結
束
一
曜
急
合
口

肌
匿
の
壗
一
正
の
瞳
閉

走
穂
日
一
と
あ
る
〆

走
澗
日
一
と
あ
る
価

二
冒
十

α
更
〃
。
〃
』

冒
十

α
弓
〆
・
可
ノ
．
卜
に
｜
』
聖

Ｈ
江
狽
土
’
｜
錘

７
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定

す
る
行
政
執
行
法
人
の
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項

中
「
と
き
は
、
人
事
院
の
承
認
を
得
て
」
と
あ
る
の
は
、
「
と
き
は
」
と
す
る
。

８
新
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
一
一
第
一
項
の
規
定
は
、
施
行
日
に
お
い
て
第
五

項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
管
理
監
督
職
を
占
め
た
ま
ま
引
き
続
き

勤
務
し
て
い
る
職
員
に
は
適
用
し
な
い
。

こ
と
が
で
き
な
い
。
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131 121 111

新
検
察
庁
法
第
九
条
第
二
項
（
新
検
察
庁
法
第
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

へ

略
一

へ

略
一一ジ

９
任
命
権
者
は
、
基
準
日
（
施
行
日
、
令
和
六
年
四
月
一
日
、
令
和
八
年
四
月
一
日

、
令
和
十
年
四
月
一
日
及
び
令
和
十
二
年
四
月
一
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
か
ら
基
準
日
の
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
基
準
日
に
お
け
る

新
国
家
公
務
員
法
定
年
（
新
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る

定
年
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
基
準
日
の
前

日
に
お
け
る
新
国
家
公
務
員
法
定
年
（
基
準
日
が
施
行
日
で
あ
る
場
合
に
は
、
施
行

日
の
前
日
に
お
け
る
旧
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
定
年

）
を
超
え
る
官
職
（
基
準
日
に
お
け
る
新
国
家
公
務
員
法
定
年
が
新
国
家
公
務
員
法

第
八
十
一
条
の
六
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
定
年
で
あ
る
官
職
に
限
る
。
）
及
び
こ

れ
に
相
当
す
る
基
準
日
以
後
に
設
置
さ
れ
た
官
職
そ
の
他
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る

官
職
に
、
基
準
日
か
ら
基
準
日
の
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
新
国
家
公
務

員
法
第
八
十
一
条
の
七
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
又
は
第
五
項
若
し
く
は
第

六
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
し
て
い
る
職
員
の
う
ち
、
基
準
日
の
前
日
に
お
い
て
同
日

に
お
け
る
当
該
官
職
に
係
る
新
国
家
公
務
員
法
定
年
（
基
準
日
が
施
行
日
で
あ
る
場

合
に
は
、
施
行
日
の
前
日
に
お
け
る
旧
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
二
第
二
項
に

規
定
す
る
定
年
）
に
達
し
て
い
る
職
員
（
当
該
人
事
院
規
則
で
定
め
る
官
職
に
あ
っ

て
は
、
人
事
院
規
則
で
定
め
る
職
員
）
を
、
昇
任
し
、
降
任
し
、
又
は
転
任
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
。

Ⅲ
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
附
則

第
七
条
及
び
第
十
二
条
第
四
項
に
お
い
て
「
新
一
般
職
給
与
法
」
と
い
う
。
）
附
則

第
八
項
か
ら
第
十
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
五
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務

し
て
い
る
職
員
に
は
適
用
し
な
い
。

（
新
設
）
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l l1Ⅲ
研
究
施
設
研
究
教
育
職
員
（
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
教
育
公
務
員
特
例

怯
第
三
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
研
究
施
設
研
究
教
育
職
員
を
い
》
１
附
則
第
六

151
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
二
条
第
四
項
の
規
定
は
、
施
行
日
に
お
い
て
第
五
項

勤
務
に
関
し
必
要
な
事
項
の
う
ち
、
検
事
総
長
、
次
長
検
事
又
は
検
事
長
に
係
る
も

を
占
め
た
ま
ま
引
き
続
き
勤
務
し
て
い
る
職
員
に
は
適
用
し
な
い
。

し
て
い
る
職
員
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
り
次
長
検
事
若
し
く
は
検
事
長
の
官
及
び
職

条
第
九
項
及
び
第
卜
項
に
お
い
て
同
じ
）
に
つ
い
て
は
、
第
二
項
及
び
第
卜
項

れ
ぞ
れ
定
め
る

の
規
定
に
よ
り
検
事
正
若
し
く
は
上
席
検
察
官
の
職
を
占
め
た
ま
ま
引
き
続
き
勤
務

く

の
は
内
閣
が
、
検
事
又
は
副
検
事
に
係
る
も
の
は
法
務
大
臣
が
定
め
る
準
則
で
、
そ

唄
砦
Ｌ
く
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
六
項
の
規
定
に
よ
る

”
規
定
は
、
適
用
し
な
い

第
五
項
か
ら
第
八
項
ま
で
及
び
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
五
項
又
は
第
七

〆ヘ

略
一

＜

Ⅱ
第
五
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
五
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に

よ
る
勤
務
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
院
規
則
で
定
め
る
。

吃
研
究
施
設
研
究
教
育
職
員
（
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
教
育
公
務
員
特
例

法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
研
究
施
設
研
究
教
育
職
員
を
い
う
。
附
則
第
六

条
第
九
項
及
び
第
十
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
第
二
項
及
び
第
九
項

の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

第
四
条
任
命
権
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
年
齢
六
十
五
年
に
達
す
る
日
以
後

に
お
け
る
最
初
の
三
月
三
十
一
日
（
以
下
「
年
齢
六
十
五
年
到
達
年
度
の
末
日
」
と

い
う
。
）
ま
で
の
間
に
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
者
を
採
用
し
よ
う
と
す
る
常
時
勤

務
を
要
す
る
官
職
（
指
定
職
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
並
び
に
附
則
第
六
条

第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
旧
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
二
第
二
項
に

規
定
す
る
定
年
（
施
行
日
以
後
に
設
置
さ
れ
た
官
職
そ
の
他
の
人
事
院
規
則
で
定
め

（
新
設
）
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る
官
職
に
あ
っ
て
は
、
人
事
院
規
則
で
定
め
る
年
齢
）
に
達
し
て
い
る
者
を
、
人
事

院
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
従
前
の
勤
務
実
績
そ
の
他
の
人
事
院
規
則
で
定

め
る
情
報
に
基
づ
く
選
考
に
よ
り
、
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
任
期
を
定
め
、
当

該
常
時
勤
務
を
要
す
る
官
職
に
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
施
行
日
前
に
旧
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
退
職

し
た
者

二
旧
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
前
条
第
五

項
若
し
く
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
し
た
後
退
職
し
た
者

三
施
行
日
前
に
旧
国
家
公
務
員
法
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
者
（
前
二
号
に
掲
げ

る
者
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
勤
続
期
間
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
前
二
号
に
掲

げ
る
者
に
準
ず
る
者
と
し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
者

四
施
行
日
前
に
旧
自
衛
隊
法
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
者
（
旧
自
衛
隊
法
第
四
十

四
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
附
則
第
八
条
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項

の
規
定
に
よ
り
勤
務
し
た
後
退
職
し
た
者
を
含
む
。
）
の
う
ち
、
前
三
号
に
掲
げ

る
者
に
準
ず
る
者
と
し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
者

２
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
問
、
任
命
権
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
の
う
ち

、
年
齢
六
十
五
年
到
達
年
度
の
末
日
ま
で
の
問
に
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
者
を
採

用
し
よ
う
と
す
る
常
時
勤
務
を
要
す
る
官
職
に
係
る
新
国
家
公
務
員
法
定
年
に
達
し

て
い
る
者
を
、
人
事
院
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
従
前
の
勤
務
実
績
そ
の
他

の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
情
報
に
基
づ
く
選
考
に
よ
り
、
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内

で
任
期
を
定
め
、
当
該
常
時
勤
務
を
要
す
る
官
職
に
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
施
行
日
以
後
に
新
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
退

職
し
た
者

！
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第
五
条
任
命
権
者
は
、
新
国
家
公
務
員
法
第
六
十
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
年
齢
六
十
五
年
到
達
年
度
の
末
日

ま
で
の
問
に
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
者
を
採
用
し
よ
う
と
す
る
短
時
間
勤
務
の
官

職
に
係
る
旧
国
家
公
務
員
法
定
年
相
当
年
齢
（
短
時
間
勤
務
の
官
職
を
占
め
る
職
員

が
、
常
時
勤
務
を
要
す
る
官
職
で
そ
の
職
務
が
当
該
短
時
間
勤
務
の
官
職
と
同
種
の

官
職
を
占
め
て
い
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
旧
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の

二
第
二
項
に
規
定
す
る
定
年
（
施
行
日
以
後
に
設
置
さ
れ
た
官
職
そ
の
他
の
人
事
院

二
施
行
日
以
後
に
新
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
七
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
勤
務
し
た
後
退
職
し
た
者

三
施
行
日
以
後
に
新
国
家
公
務
員
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用

さ
れ
た
者
の
う
ち
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
任
期
が
満
了
し
た
こ
と
に
よ
り
退

職
し
た
者

四
施
行
日
以
後
に
新
国
家
公
務
員
法
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
者
（
前
三
号
に
掲

げ
る
者
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
勤
続
期
間
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
前
三
号
に

掲
げ
る
者
に
準
ず
る
者
と
し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
者

五
施
行
日
以
後
に
新
自
衛
隊
法
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
者
の
う
ち
、
前
各
号
に

掲
げ
る
者
に
準
ず
る
者
と
し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
者

３
前
二
項
の
任
期
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
更
新
さ
れ
た
任
期
は
、
人
事
院
規
則

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
｜
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る

・
た
だ
し
、
当
該
任
期
の
末
日
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
す
る
者
又
は
こ
の

項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
更
新
す
る
者
の
年
齢
六
十
五
年
到
達
年
度
の
末
日
以
前
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
六
条
施
行
日
前
に
旧
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
四
第
一
項
又
は
第
八
十
一
条

の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て

「
旧
国
家
公
務
員
法
再
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
際

現
に
常
時
勤
務
を
要
す
る
官
職
を
占
め
る
職
員
は
、
施
行
日
に
、
附
則
第
四
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
採
用

さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
職
員
の
任
期
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行

日
に
お
け
る
旧
国
家
公
務
員
法
再
任
用
職
員
と
し
て
の
任
期
の
残
任
期
間
と
同
一
の

規
則
で
定
め
る
官
職
に
あ
っ
て
は
、
人
事
院
規
則
で
定
め
る
年
齢
）
を
い
う
。
）
に

達
し
て
い
る
者
を
、
人
事
院
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
従
前
の
勤
務
実
績
そ

の
他
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
情
報
に
基
づ
く
選
考
に
よ
り
、
一
年
を
超
え
な
い
範

囲
内
で
任
期
を
定
め
、
当
該
短
時
間
勤
務
の
官
職
に
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
任
命
権
者
は
、
新
国
家
公
務
員
法
第
六

十
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち

、
年
齢
六
十
五
年
到
達
年
度
の
末
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
者
を
採

用
し
よ
う
と
す
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
に
係
る
新
国
家
公
務
員
法
定
年
相
当
年
齢
に

達
し
て
い
る
者
（
新
国
家
公
務
員
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
短

時
間
勤
務
の
官
職
に
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
除
く
。
）
を
、
人
事
院
規
則
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
従
前
の
勤
務
実
績
そ
の
他
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
情
報

に
基
づ
く
選
考
に
よ
り
、
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
任
期
を
定
め
、
当
該
短
時
間

勤
務
の
官
職
に
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
の
任
期
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
三
項
の

規
定
を
準
用
す
る
。
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期
間
と
す
る
。

２
旧
国
家
公
務
員
法
再
任
用
職
員
の
う
ち
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
旧
国
家
公

務
員
法
第
八
十
一
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
を
占
め
る
職
員

は
、
施
行
日
に
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
当
該
採
用
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
職
員
の
任
期
は
、
同
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
日
に
お
け
る
旧
国
家
公
務
員
法
再
任
用
職
員
と
し
て
の

任
期
の
残
任
期
間
と
同
一
の
期
間
と
す
る
。

３
任
命
権
者
は
、
暫
定
再
任
用
職
員
を
指
定
職
に
昇
任
し
、
又
は
転
任
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。

４
任
命
権
者
は
、
附
則
第
四
条
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
し
た

職
員
の
う
ち
当
該
職
員
を
昇
任
し
、
降
任
し
、
又
は
転
任
し
よ
う
と
す
る
常
時
勤
務

を
要
す
る
官
職
に
係
る
旧
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
定

年
（
施
行
日
以
後
に
設
置
さ
れ
た
官
職
そ
の
他
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
官
職
に
あ

っ
て
は
、
人
事
院
規
則
で
定
め
る
年
齢
）
に
達
し
た
職
員
以
外
の
職
員
及
び
附
則
第

四
条
第
二
項
又
は
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
し
た
職
員
の
う
ち
当
該
職
員
を

昇
任
し
、
降
任
し
、
又
は
転
任
し
よ
う
と
す
る
常
時
勤
務
を
要
す
る
官
職
に
係
る
新

国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
定
年
に
達
し
た
職
員
以
外
の

職
員
を
、
当
該
常
時
勤
務
を
要
す
る
官
職
に
昇
任
し
、
降
任
し
、
又
は
転
任
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
。

５
前
二
条
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
新
国
家
公
務
員
法
第
六
十
条
の
二

第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
経
過
し
て
い
な
い
定
年
前
再
任
用

短
時
間
勤
務
職
員
」
と
あ
る
の
は
、
「
経
過
し
て
い
な
い
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤

務
職
員
、
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
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号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
令
和
二
年
国
家
公
務
員
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）

附
則
第
四
条
第
一
項
又
は
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
し
た
職
員
の
う
ち
当

該
職
員
を
昇
任
し
、
降
任
し
、
又
は
転
任
し
よ
う
と
す
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
に
係

る
旧
国
家
公
務
員
法
定
年
相
当
年
齢
（
短
時
間
勤
務
の
官
職
を
占
め
る
職
員
が
、
常

時
勤
務
を
要
す
る
官
職
で
そ
の
職
務
が
当
該
短
時
間
勤
務
の
官
職
と
同
種
の
官
職
を

占
め
て
い
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
令
和
二
年
国
家
公
務
員
法
等
改
正
法
第
一

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
八
十
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
定
年
（
令
和
二

年
国
家
公
務
員
法
等
改
正
法
の
施
行
の
日
以
後
に
設
置
さ
れ
た
官
職
そ
の
他
の
人
事

院
規
則
で
定
め
る
官
職
に
あ
っ
て
は
、
人
事
院
規
則
で
定
め
る
年
齢
）
を
い
う
。
）

に
達
し
て
い
る
職
員
及
び
令
和
二
年
国
家
公
務
員
法
等
改
正
法
附
則
第
四
条
第
二
項

又
は
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
し
た
職
員
の
う
ち
当
該
職
員
を
昇
任
し
、

降
任
し
、
又
は
転
任
し
よ
う
と
す
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
に
係
る
新
国
家
公
務
員
法

定
年
相
当
年
齢
（
短
時
間
勤
務
の
官
職
を
占
め
る
職
員
が
、
常
時
勤
務
を
要
す
る
官

職
で
そ
の
職
務
が
当
該
短
時
間
勤
務
の
官
職
と
同
種
の
官
職
を
占
め
て
い
る
も
の
と

し
た
場
合
に
お
け
る
第
八
十
一
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
定
年
を
い
う
。
）
に
達

し
て
い
る
職
員
」
と
す
る
。

６
任
命
権
者
は
、
基
準
日
（
前
二
条
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
間
に
お
け
る
各
年
の
四

月
一
日
（
施
行
日
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
基

準
日
の
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
基
準
日
に
お
け
る
新
国
家
公
務
員
法
定

年
（
新
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
六
第
一
一
項
に
規
定
す
る
定
年
（
短
時
間
勤
務

の
官
職
に
あ
っ
て
は
、
当
該
短
時
間
勤
務
の
官
職
を
占
め
る
職
員
が
、
常
時
勤
務
を

要
す
る
官
職
で
そ
の
職
務
が
当
該
短
時
間
勤
務
の
官
職
と
同
種
の
官
職
を
占
め
て
い

る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
定
年
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
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お
い
て
同
じ
。
）
が
基
準
日
の
前
日
に
お
け
る
新
国
家
公
務
員
法
定
年
を
超
え
る
官

職
及
び
こ
れ
に
相
当
す
る
基
準
日
以
後
に
設
置
さ
れ
た
官
職
そ
の
他
の
人
事
院
規
則

で
定
め
る
官
職
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
国
家
公
務
員
法
定
年
引
上
げ
官
職
」

と
い
う
。
）
に
、
附
則
第
四
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
基
準
日
の
前
日
に

お
い
て
同
日
に
お
け
る
当
該
新
国
家
公
務
員
法
定
年
引
上
げ
官
職
に
係
る
新
国
家
公

務
員
法
定
年
に
達
し
て
い
る
者
（
当
該
人
事
院
規
則
で
定
め
る
官
職
に
あ
っ
て
は
、

人
事
院
規
則
で
定
め
る
者
）
を
、
同
項
又
は
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
し
よ

う
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
者
は
当
該
者
を
採
用
し
よ
う
と
す
る
新
国
家
公
務
員
法

定
年
引
上
げ
官
職
に
係
る
新
国
家
公
務
員
法
定
年
に
達
し
て
い
る
も
の
と
み
な
し
て

、
こ
れ
ら
の
規
定
を
適
用
し
、
新
国
家
公
務
員
法
定
年
引
上
げ
官
職
に
、
附
則
第
四

条
第
二
項
又
は
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
の
う
ち
基
準
日
の
前

日
に
お
い
て
同
日
に
お
け
る
当
該
新
国
家
公
務
員
法
定
年
引
上
げ
官
職
に
係
る
新
国

家
公
務
員
法
定
年
に
達
し
て
い
る
職
員
（
当
該
人
事
院
規
則
で
定
め
る
官
職
に
あ
っ

て
は
、
人
事
院
規
則
で
定
め
る
職
員
）
を
、
昇
任
し
、
降
任
し
、
又
は
転
任
し
よ
う

と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
職
員
は
当
該
職
員
を
昇
任
し
、
降
任
し
、
又
は
転
任
し
よ

う
と
す
る
新
国
家
公
務
員
法
定
年
引
上
げ
官
職
に
係
る
新
国
家
公
務
員
法
定
年
に
達

し
て
い
る
も
の
と
み
な
し
て
、
第
四
項
の
規
定
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
す
る
新
国
家
公
務
員
法
第
六
十
条
の
二
第
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

７
暫
定
再
任
用
職
員
は
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み
な
し
て
、
新
国
家

公
務
員
法
第
八
十
二
条
第
二
項
後
段
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

同
項
後
段
中
「
年
齢
六
十
年
以
上
退
職
者
」
と
あ
る
の
は
「
国
家
公
務
員
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
令

和
二
年
国
家
公
務
員
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
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第
三
号
ま
で
若
し
く
は
第
二
項
第
一
号
、
第
二
号
若
し
く
は
第
四
号
に
掲
げ
る
者
と

な
っ
た
日
若
し
く
は
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
年
齢
六

十
年
以
上
退
職
者
」
と
、
「
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
令
和
二
年
国
家
公
務
員
法

等
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
八
十
一
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第

八
十
一
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
か
つ
て
採
用
さ
れ
て
職
員
と
し
て
在
職
し
て

い
た
期
間
、
令
和
二
年
国
家
公
務
員
法
等
改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第

二
項
若
し
く
は
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
か
つ
て
採
用
さ
れ

て
令
和
二
年
国
家
公
務
員
法
等
改
正
法
附
則
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
暫
定
再
任

用
職
員
と
し
て
在
職
し
て
い
た
期
間
若
し
く
は
」
と
す
る
。

８
平
成
十
一
年
十
月
一
日
前
に
新
国
家
公
務
員
法
第
八
十
二
条
第
二
項
前
段
に
規
定

す
る
退
職
又
は
先
の
退
職
が
あ
る
暫
定
再
任
用
職
員
に
つ
い
て
、
前
項
の
規
定
に
よ

り
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み
な
し
て
同
条
第
二
項
後
段
の
規
定
を
適
用

す
る
場
合
に
は
、
同
項
後
段
に
規
定
す
る
引
き
続
く
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
に
は

、
同
日
前
の
当
該
退
職
又
は
先
の
退
職
の
前
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
を
含
ま
な

い
も
の
と
す
る
。

９
研
究
施
設
研
究
教
育
職
員
へ
の
採
用
に
つ
い
て
の
前
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
附
則
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
任

期
を
定
め
」
と
あ
る
の
は
「
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
任
命
権
者
が

定
め
る
任
期
を
も
っ
て
」
と
、
附
則
第
四
条
第
三
項
（
前
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
中
「
範
囲
内
で
」
と
あ
る
の
は
「
範
囲
内
で
文
部
科
学
省
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
任
命
権
者
が
定
め
る
期
間
を
も
っ
て
」
と
す
る
。

Ⅲ
附
則
第
四
条
第
二
項
又
は
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
研
究
施
設
研
究
教
育
職
員

へ
の
採
用
並
び
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
研
究
施
設
研
究
教
育
職
員
の
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Ⅲ
検
察
官
及
び
退
職
時
に
特
定
地
方
警
務
官
で
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
は
、
前
二
条
の

規
定
は
、
適
用
し
な
い

第
七
条
暫
定
再
任
用
職
員
（
短
時
間
勤
務
の
官
職
を
占
め
る
暫
定
再
任
用
職
員
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
以

下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
俸
給
月
額
は
、
当
該
暫
定
再
任
用
職
員

が
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
で
あ
る
も
の
と
し
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
一
般

職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
俸
給
表
の
定
年
前
再

任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
欄
に
掲
げ
る
基
準
俸
給
月
額
の
う
ち
、
同
法
第
八
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
当
該
暫
定
再
任
用
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
に
応
じ
た
額
と
す
る

０
２
国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
九
号
。
第
九

項
及
び
附
則
第
十
二
条
に
お
い
て
「
育
児
休
業
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
一
項

に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
暫
定
再
任
用
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
、
「
に
、
国
家
公
務
員

の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
九
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
一
般
職
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
法
律
（
平

成
六
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た

当
該
暫
定
再
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
を
同
項
本
文
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て

得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
」
と
す
る
。

３
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
俸
給
月
額
は
、
当
該
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務

昇
任
、
降
任
及
び
転
任
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
第
六
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
。

退
職
時
に
特
定
地
方
警
務
官
で
あ
っ
た
者
に
は
、
前
二
条
の

ｌ

規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
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７
附
則
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
家
公
務
員
の
寒
冷
地
手
当
に
関
す

職
員
が
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
で
あ
る
も
の
と
し
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
俸
給
表
の
定
年

前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
欄
に
掲
げ
る
基
準
俸
給
月
額
の
う
ち
、
同
法
第
八
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
に

応
じ
た
額
に
、
一
般
職
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年

法
律
第
三
十
三
号
）
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
当
該
暫
定
再
任
用

短
時
間
勤
務
職
員
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得

た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

４
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
は
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み
な
し

て
、
新
一
般
職
給
与
法
第
十
二
条
第
二
項
、
第
十
六
条
第
二
項
及
び
第
二
十
二
条
第

一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

５
暫
定
再
任
用
職
員
は
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み
な
し
て
、
新
一
般

職
給
与
法
第
十
九
条
の
四
第
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

６
新
一
般
職
給
与
法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
の
職
員
に
暫
定
再
任
用
職
員
が
含
ま
れ

る
場
合
に
お
け
る
勤
勉
手
当
の
額
の
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
ご
と

の
総
額
の
算
定
に
係
る
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
一
号
中
「
定
年

前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及

び
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
号
）
附

則
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
暫
定
再
任
用
職
員
（
次
号
に
お
い
て
「
暫
定
再
任
用

職
員
」
と
い
う
。
）
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」

と
あ
る
の
は
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
暫
定
再
任
用
職
員
」
と
す
る

○
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／

る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
号
。
附
則
第
十
二
条
第
五
項
に
お
い
て
「
新

寒
冷
地
手
当
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
並
び
に
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法

律
第
八
条
第
四
項
、
第
七
項
及
び
第
九
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
、
第
十
条
の
四
、
第

十
一
条
、
第
十
一
条
の
二
、
第
十
一
条
の
五
か
ら
第
十
一
条
の
七
ま
で
、
第
十
一
条

の
九
、
第
十
一
条
の
十
、
第
十
三
条
の
二
並
び
に
第
十
四
条
並
び
に
新
一
般
職
給
与

法
第
八
条
第
五
項
、
第
六
項
及
び
第
八
項
の
規
定
は
、
暫
定
再
任
用
職
員
に
は
適
用

し
な
い
。

８
暫
定
再
任
用
職
員
に
対
す
る
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
家
公
務
員
退
職

手
当
法
（
附
則
第
十
二
条
第
六
項
に
お
い
て
「
新
退
職
手
当
法
」
と
い
う
。
）
第
二

条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
又
は
自
衛
隊
法
」
と
あ
る
の
は

「
、
自
衛
隊
法
」
と
、
「
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
五
条

の
二
第
一
項
又
は
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第

号
）
附
則
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
第
五
条
第
一
項
若
し

く
は
第
二
項
」
と
す
る
。

９
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
は
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み
な
し

て
、
附
則
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
育
児
休
業
法
（
附
則
第
十
二
条
に
お

い
て
「
新
育
児
休
業
法
」
と
い
う
。
）
第
一
千
六
条
第
一
項
並
び
に
附
則
第
一
一
十
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
一
般
職
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
法
律
第

五
条
第
二
項
、
第
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
二
項
た
だ
し
書
、
第
七
条
第
二
項

、
第
十
一
条
、
第
十
七
条
第
一
項
並
び
に
第
二
十
三
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

Ⅲ
附
則
第
四
条
か
ら
前
条
ま
で
及
び
前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
暫
定
再
任
用

職
員
の
任
用
そ
の
他
暫
定
再
任
用
職
員
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
院
規
則
で
定

め
る
。

- 19-



（
自
衛
隊
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
八
条
新
自
衛
隊
法
第
四
十
一
条
の
二
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
退
職
を
し
た
同

条
第
一
項
に
規
定
す
る
年
齢
六
十
年
以
上
退
職
者
（
次
項
に
お
い
て
「
新
自
衛
隊
法

に
よ
る
年
齢
六
十
年
以
上
退
職
者
」
と
い
う
。
）
及
び
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国

家
公
務
員
法
に
よ
る
年
齢
六
十
年
以
上
退
職
者
（
次
項
に
お
い
て
「
新
国
家
公
務
員

法
に
よ
る
年
齢
六
十
年
以
上
退
職
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２
任
命
権
者
は
、
附
則
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
基
準
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
基
準
日
の
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
問
、
基

準
日
に
お
け
る
新
自
衛
隊
法
定
年
相
当
年
齢
（
新
自
衛
隊
法
第
四
十
一
条
の
二
第
一

項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
で
あ
っ
て
同
項
に
規
定
す
る
指
定
職
（
次
条
第

一
項
及
び
附
則
第
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
「
指
定
職
」
と
い
う
。
）
以
外
の
も
の

（
附
則
第
十
一
条
第
二
項
を
除
き
、
以
下
「
短
時
間
勤
務
の
官
職
」
と
い
う
。
）
を

占
め
る
隊
員
が
、
常
時
勤
務
を
要
す
る
官
職
で
そ
の
職
務
が
当
該
短
時
間
勤
務
の
官

職
と
同
種
の
官
職
を
占
め
て
い
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
新
自
衛
隊
法
第
四
十

四
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
定
年
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
附
則
第
十
条
第
二

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
基
準
日
の
前
日
に
お
け
る
新
自
衛
隊
法
定
年
相
当
年
齢
を

超
え
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
（
基
準
日
に
お
け
る
新
自
衛
隊
法
定
年
相
当
年
齢
が
新

自
衛
隊
法
第
四
十
四
条
の
六
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
定
年
で
あ
る
短
時
間
勤
務
の

官
職
に
限
る
。
）
及
び
こ
れ
に
相
当
す
る
基
準
日
以
後
に
設
置
さ
れ
た
短
時
間
勤
務

の
官
職
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「

新
自
衛
隊
法
原
則
定
年
相
当
年
齢
引
上
げ
短
時
間
勤
務
官
職
」
と
い
う
。
）
に
、
基

準
日
の
前
日
ま
で
に
新
自
衛
隊
法
に
よ
る
年
齢
六
十
年
以
上
退
職
者
又
は
新
国
家
公
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務
員
法
に
よ
る
年
齢
六
十
年
以
上
退
職
者
と
な
っ
た
者
（
基
準
日
前
か
ら
新
自
衛
隊

法
第
四
十
四
条
の
七
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
し
た
後
基
準
日
以
後

に
退
職
を
し
た
者
及
び
基
準
日
前
か
ら
新
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
七
第
一
項

又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
し
た
後
基
準
日
以
後
に
退
職
を
し
た
者
を
含
む
。

）
の
う
ち
基
準
日
の
前
日
に
お
い
て
同
日
に
お
け
る
当
該
新
自
衛
隊
法
原
則
定
年
相

当
年
齢
引
上
げ
短
時
間
勤
務
官
職
に
係
る
新
自
衛
隊
法
定
年
相
当
年
齢
に
達
し
て
い

る
者
（
当
該
政
令
で
定
め
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
に
あ
っ
て
は
、
政
令
で
定
め
る
者

）
を
、
新
自
衛
隊
法
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
す
る
こ
と
が
で

き
ず
、
新
自
衛
隊
法
原
則
定
年
相
当
年
齢
引
上
げ
短
時
間
勤
務
官
職
に
、
同
条
第
二

項
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
隊
員
（
以
下
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間

勤
務
隊
員
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
基
準
日
の
前
日
に
お
い
て
同
日
に
お
け
る
当
該
新

自
衛
隊
法
原
則
定
年
相
当
年
齢
引
上
げ
短
時
間
勤
務
官
職
に
係
る
新
自
衛
隊
法
定
年

相
当
年
齢
に
達
し
て
い
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
隊
員
（
当
該
政
令
で
定
め
る

短
時
間
勤
務
の
官
職
に
あ
っ
て
は
、
政
令
で
定
め
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
隊

員
）
を
、
昇
任
し
、
降
任
し
、
又
は
転
任
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３
平
成
十
一
年
十
月
一
日
前
に
新
自
衛
隊
法
第
四
十
六
条
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る

退
職
又
は
先
の
退
職
が
あ
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
隊
員
に
つ
い
て
、
同
項
後

段
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、
同
項
後
段
に
規
定
す
る
引
き
続
く
隊
員
と
し
て

の
在
職
期
間
に
は
、
同
日
前
の
当
該
退
職
又
は
先
の
退
職
の
前
の
隊
員
と
し
て
の
在

職
期
間
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

４
暫
定
再
任
用
隊
員
（
次
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
附
則
第
十
条
第
一
項
若

し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
隊
員
を
い
う
。
附
則
第
十
一
条
及
び
第

十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
て
在
職
し
て
い
た
期
間
が
あ
る
定
年
前
再
任
用
短
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時
間
勤
務
隊
員
に
対
す
る
新
自
衛
隊
法
第
四
十
六
条
第
二
項
後
段
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
同
項
後
段
中
「
）
又
は
」
と
あ
る
の
は
、
「
）
又
は
国
家
公
務
員
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
号
）
附
則
第
九
条
第
一
項
若

し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
第
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
か
つ
て

採
用
さ
れ
て
同
法
附
則
第
八
条
第
四
項
に
規
定
す
る
暫
定
再
任
用
隊
員
と
し
て
在
職

し
て
い
た
期
間
若
し
く
は
」
と
す
る
。

５
施
行
日
前
に
旧
自
衛
隊
法
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

勤
務
す
る
こ
と
と
さ
れ
、
か
つ
、
旧
自
衛
隊
法
勤
務
延
長
期
限
（
同
条
第
一
項
の
期

限
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
限
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
施
行
日
以
後
に
到
来
す
る
隊
員
（
次
項
に
お
い
て
「
旧

自
衛
隊
法
勤
務
延
長
隊
員
」
と
い
う
。
）
に
係
る
当
該
旧
自
衛
隊
法
勤
務
延
長
期
限

ま
で
の
間
に
お
け
る
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
に
つ
い
て
は
、

新
自
衛
隊
法
第
四
十
四
条
の
七
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

６
任
命
権
者
は
、
旧
自
衛
隊
法
勤
務
延
長
隊
員
に
つ
い
て
、
旧
自
衛
隊
法
勤
務
延
長

期
限
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
限
が
到
来
す
る
場
合
に
お
い
て
、

新
自
衛
隊
法
第
四
十
四
条
の
七
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
防
衛
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
期
限
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
期

限
は
、
当
該
旧
自
衛
隊
法
勤
務
延
長
隊
員
に
係
る
旧
自
衛
隊
法
第
四
十
四
条
の
二
第

一
項
に
規
定
す
る
定
年
退
職
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き

な
い
。

７
新
自
衛
隊
法
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
は
、
施
行
日
に
お
い
て
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
管
理
監
督
職
を
占
め
た
ま
ま
引
き
続
き
勤
務
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８
任
命
権
者
は
、
附
則
第
三
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
基
準
日
（
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
基
準
日
」
と
い
』
？
）
か
ら
基
準
日
の
翌
年
の
三
月
三
１
日
ま
で
の
問
、

基
準
日
に
お
け
る
新
自
衛
隊
法
定
年
（
新
自
衛
隊
法
第
四
十
四
条
の
六
第
二
項
に
規

定
す
る
定
年
を
い
ゞ
２
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
）
が
基
準

日
の
前
日
に
お
け
る
新
自
衛
隊
法
定
年
（
基
準
日
が
施
行
Ｈ
で
あ
る
場
合
に
は
、
施

」
ｎ
日
の
前
日
に
お
け
る
旧
自
衛
隊
法
第
四
’
四
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
定
年
）

を
超
え
る
官
職
（
基
準
日
に
お
け
る
新
自
衛
隊
法
定
年
が
新
自
衛
隊
法
第
四
卜
四
条

の
六
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
定
年
で
あ
る
官
職
に
限
る
）
及
び
こ
れ
に
相
当
す

る
基
準
日
以
後
に
設
置
さ
れ
た
官
職
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
官
職
に
、
基
準
日
か

ら
基
準
日
の
翌
年
の
三
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
新
自
衛
隊
法
第
四
十
四
条
の
し
第

↓
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
又
は
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務

し
て
い
る
隊
員
の
う
ち
、
基
準
日
の
前
日
に
お
い
て
同
日
に
お
け
る
当
該
官
職
に
係

る
新
自
衛
隊
法
定
年
（
基
準
日
が
施
行
日
で
あ
る
場
合
に
は
、
施
行
日
の
前
日
に
お

け
る
旧
自
衛
隊
法
第
四
１
四
条
の
一
第
一
項
に
規
定
す
る
定
年
）
に
達
し
て
い
る
隊

員
（
当
該
政
令
で
定
め
る
官
職
に
あ
っ
て
は
、
政
令
で
定
め
る
隊
員
）
を
、
昇
任
し

、
降
任
し
、
又
は
転
任
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
．

し
て
い
る
隊
員
に
は
適
用
し
な
い
。

８
任
命
権
者
は
、
附
則
第
三
条
第
九
項
に
規
定
す
る
基
準
日
（
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
基
準
日
の
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
問
、

基
準
日
に
お
け
る
新
自
衛
隊
法
定
年
（
新
自
衛
隊
法
第
四
十
四
条
の
六
第
二
項
に
規

定
す
る
定
年
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
基
準

日
の
前
日
に
お
け
る
新
自
衛
隊
法
定
年
（
基
準
日
が
施
行
日
で
あ
る
場
合
に
は
、
施

行
日
の
前
日
に
お
け
る
旧
自
衛
隊
法
第
四
十
四
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
定
年
）

を
超
え
る
官
職
（
基
準
日
に
お
け
る
新
自
衛
隊
法
定
年
が
新
自
衛
隊
法
第
四
十
四
条

の
六
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
定
年
で
あ
る
官
職
に
限
る
。
）
及
び
こ
れ
に
相
当
す

る
基
準
日
以
後
に
設
置
さ
れ
た
官
職
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
官
職
に
、
基
準
日
か

ら
基
準
日
の
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
新
自
衛
隊
法
第
四
十
四
条
の
七
第

一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
又
は
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務

し
て
い
る
隊
員
の
う
ち
、
基
準
日
の
前
日
に
お
い
て
同
日
に
お
け
る
当
該
官
職
に
係

る
新
自
衛
隊
法
定
年
（
基
準
日
が
施
行
日
で
あ
る
場
合
に
は
、
施
行
日
の
前
日
に
お

け
る
旧
自
衛
隊
法
第
四
十
四
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
定
年
）
に
達
し
て
い
る
隊

員
（
当
該
政
令
で
定
め
る
官
職
に
あ
っ
て
は
、
政
令
で
定
め
る
隊
員
）
を
、
昇
任
し

、
降
任
し
、
又
は
転
任
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

９
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
（
附

則第十二条第五項及び第十三条において「新防衛省職員給与法」という。）附則第五項から第十一項まで及び第十六項の規定は、第五項又は第六項の規定により勤務している隊員には適用しない。

ｍ
第
五
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
五
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に

よ
る
勤
務
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。
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第
九
条
任
命
権
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
年
齢
六
十
五
年
到
達
年
度
の
末
日

ま
で
の
間
に
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
者
を
採
用
し
よ
う
と
す
る
常
時
勤
務
を
要
す

る
官
職
（
指
定
職
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
並
び
に
附
則
第
十
一
条
第
四
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
旧
自
衛
隊
法
第
四
十
四
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
定

年
（
施
行
日
以
後
に
設
置
さ
れ
た
官
職
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
官
職
に
あ
っ
て
は

、
政
令
で
定
め
る
年
齢
）
に
達
し
て
い
る
者
を
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

従
前
の
勤
務
実
績
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
情
報
に
基
づ
く
選
考
に
よ
り
、
一
年
を

超
え
な
い
範
囲
内
で
任
期
を
定
め
、
当
該
常
時
勤
務
を
要
す
る
官
職
に
採
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

一
施
行
日
前
に
旧
自
衛
隊
法
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た

者
二
旧
自
衛
隊
法
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
前
条
第
五
項
若

し
く
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
し
た
後
退
職
し
た
者

三
施
行
日
前
に
旧
自
衛
隊
法
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
者
（
前
二
号
及
び
第
五
号

か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
勤
続
期
間
そ
の
他
の
事
情

を
考
慮
し
て
前
二
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者

四
施
行
日
前
に
旧
国
家
公
務
員
法
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
者
（
旧
国
家
公
務
員

法
第
八
十
一
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
附
則
第
三
条
第
五
項
若
し
く

は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
し
た
後
退
職
し
た
者
を
含
む
。
）
の
う
ち
、
前
三

号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者

五
施
行
日
前
に
自
衛
隊
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
者

六
施
行
日
前
に
自
衛
隊
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
政
令
で
定
め
る
定
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年
に
達
し
た
者
で
あ
っ
て
、
同
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
し
た

後
退
職
し
た
者

七
施
行
日
前
に
自
衛
隊
法
第
四
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
定
年
に
達
し
た
日
の

翌
日
以
前
に
退
職
し
た
者
の
う
ち
勤
続
期
間
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
前
二
号

に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者

２
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
問
、
任
命
権
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
の
う
ち

、
年
齢
六
十
五
年
到
達
年
度
の
末
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
者
を
採

用
し
よ
う
と
す
る
常
時
勤
務
を
要
す
る
官
職
に
係
る
新
自
衛
隊
法
定
年
に
達
し
て
い

る
者
を
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
従
前
の
勤
務
実
績
そ
の
他
の
政
令
で
定

め
る
情
報
に
基
づ
く
選
考
に
よ
り
、
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
任
期
を
定
め
、
当

該
常
時
勤
務
を
要
す
る
官
職
に
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
施
行
日
以
後
に
新
自
衛
隊
法
第
四
十
四
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
し

た
者

二
施
行
日
以
後
に
新
自
衛
隊
法
第
四
十
四
条
の
七
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
勤
務
し
た
後
退
職
し
た
者

三
施
行
日
以
後
に
新
自
衛
隊
法
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ

れ
た
者
の
う
ち
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
任
期
が
満
了
し
た
こ
と
に
よ
り
退
職

し
た
者

四
施
行
日
以
後
に
新
自
衛
隊
法
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
者
（
前
三
号
及
び
第
六

号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
勤
続
期
間
そ
の
他
の
事

情
を
考
盧
し
て
前
三
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者

五
施
行
日
以
後
に
新
国
家
公
務
員
法
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
者
の
う
ち
、
前
各

号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
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第
十
条
任
命
権
者
は
、
新
自
衛
隊
法
第
四
十
一
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
年
齢
六
十
五
年
到
達
年
度
の
末
日
ま

で
の
問
に
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
者
を
採
用
し
よ
う
と
す
る
短
時
間
勤
務
の
官
職

に
係
る
旧
自
衛
隊
法
定
年
相
当
年
齢
（
短
時
間
勤
務
の
官
職
を
占
め
る
隊
員
が
、
常

時
勤
務
を
要
す
る
官
職
で
そ
の
職
務
が
当
該
短
時
間
勤
務
の
官
職
と
同
種
の
官
職
を

占
め
て
い
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
旧
自
衛
隊
法
第
四
十
四
条
の
二
第
二
項
に

規
定
す
る
定
年
（
施
行
日
以
後
に
設
置
さ
れ
た
官
職
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
官
職

に
あ
っ
て
は
、
政
令
で
定
め
る
年
齢
）
を
い
う
。
）
に
達
し
て
い
る
者
を
、
政
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
従
前
の
勤
務
実
績
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
情
報
に
基
づ

く
選
考
に
よ
り
、
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
任
期
を
定
め
、
当
該
短
時
間
勤
務
の

六
施
行
日
以
後
に
自
衛
隊
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
者

七
施
行
日
以
後
に
自
衛
隊
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
政
令
で
定
め
る

定
年
に
達
し
た
者
で
あ
っ
て
、
同
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
し

た
後
退
職
し
た
者

八
施
行
日
以
後
に
自
衛
隊
法
第
四
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
定
年
に
達
し
た
日

の
翌
日
以
前
に
退
職
し
た
者
の
う
ち
勤
続
期
間
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
前
二

号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者

３
前
二
項
の
任
期
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
更
新
さ
れ
た
任
期
は
、
政
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ

し
、
当
該
任
期
の
末
日
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
す
る
者
又
は
こ
の
項
の
規

定
に
よ
り
任
期
を
更
新
す
る
者
の
年
齢
六
十
五
年
到
達
年
度
の
末
日
以
前
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
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第
十
一
条
施
行
日
前
に
旧
自
衛
隊
法
第
四
十
四
条
の
四
第
一
項
又
は
第
四
十
四
条
の

五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
隊
員
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「

旧
自
衛
隊
法
再
任
用
隊
員
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
常

時
勤
務
を
要
す
る
官
職
を
占
め
る
隊
員
は
、
施
行
日
に
、
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
採
用
さ
れ
た

も
の
と
み
な
さ
れ
る
隊
員
の
任
期
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
日
に
お

け
る
旧
自
衛
隊
法
再
任
用
隊
員
と
し
て
の
任
期
の
残
任
期
間
と
同
一
の
期
間
と
す
る

○
２
：
旧
自
衛
隊
法
再
任
用
隊
員
の
う
ち
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
旧
自
衛
隊
法
第

四
十
四
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
を
占
め
る
隊
員
は
、
施
行

官
職
に
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
問
、
任
命
権
者
は
、
新
自
衛
隊
法
第
四
十
一

条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、

年
齢
六
十
五
年
到
達
年
度
の
末
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
者
を
採
用

し
よ
う
と
す
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
に
係
る
新
自
衛
隊
法
定
年
相
当
年
齢
に
達
し
て

い
る
者
（
新
自
衛
隊
法
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
短
時
間
勤
務

の
官
職
に
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
除
く
。
）
を
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
従
前
の
勤
務
実
績
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
情
報
に
基
づ
く
選
考
に
よ
り
、

一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
任
期
を
定
め
、
当
該
短
時
間
勤
務
の
官
職
に
採
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

３
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
隊
員
の
任
期
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
三
項
の

規
定
を
準
用
す
る
。
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日
に
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
当
該
採
用
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
隊
員
の
任
期
は
、
同
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
施
行
日
に
お
け
る
旧
自
衛
隊
法
再
任
用
隊
員
と
し
て
の
任
期
の
残
任
期

間
と
同
一
の
期
間
と
す
る
。

３
任
命
権
者
は
、
暫
定
再
任
用
隊
員
を
指
定
職
に
昇
任
し
、
又
は
転
任
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。

４
任
命
権
者
は
、
附
則
第
九
条
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
し
た

隊
員
の
う
ち
当
該
隊
員
を
昇
任
し
、
降
任
し
、
又
は
転
任
し
よ
う
と
す
る
常
時
勤
務

を
要
す
る
官
職
に
係
る
旧
自
衛
隊
法
第
四
十
四
条
の
二
第
一
一
項
に
規
定
す
る
定
年
（

施
行
日
以
後
に
設
置
さ
れ
た
官
職
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
官
職
に
あ
っ
て
は
、
政

令
で
定
め
る
年
齢
）
に
達
し
た
隊
員
以
外
の
隊
員
及
び
附
則
第
九
条
第
二
項
又
は
前

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
し
た
隊
員
の
う
ち
当
該
隊
員
を
昇
任
し
、
降
任
し
、

又
は
転
任
し
よ
う
と
す
る
常
時
勤
務
を
要
す
る
官
職
に
係
る
新
自
衛
隊
法
第
四
十
四

条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
定
年
に
達
し
た
隊
員
以
外
の
隊
員
を
、
当
該
常
時
勤
務

を
要
す
る
官
職
に
昇
任
し
、
降
任
し
、
又
は
転
任
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

５
前
二
条
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
新
自
衛
隊
法
第
四
十
一
条
の
二
第

三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
経
過
し
て
い
な
い
定
年
前
再
任
用
短

時
間
勤
務
隊
員
」
と
あ
る
の
は
、
「
経
過
し
て
い
な
い
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務

隊
員
、
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
号

・
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
令
和
二
年
国
家
公
務
員
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附

則
第
九
条
第
一
項
又
は
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
し
た
隊
員
の
う
ち
当
該

隊
員
を
昇
任
し
、
降
任
し
、
又
は
転
任
し
よ
う
と
す
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
に
係
る

旧
自
衛
隊
法
定
年
相
当
年
齢
（
短
時
間
勤
務
の
官
職
を
占
め
る
隊
員
が
、
常
時
勤
務
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を
要
す
る
官
職
で
そ
の
職
務
が
当
該
短
時
間
勤
務
の
官
職
と
同
種
の
官
職
を
占
め
て

い
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
令
和
二
年
国
家
公
務
員
法
等
改
正
法
第
八
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
前
の
第
四
十
四
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
定
年
（
令
和
二
年
国
家

公
務
員
法
等
改
正
法
の
施
行
の
日
以
後
に
設
置
さ
れ
た
官
職
そ
の
他
の
政
令
で
定
め

る
官
職
に
あ
っ
て
は
、
政
令
で
定
め
る
年
齢
）
を
い
う
。
）
に
達
し
て
い
る
隊
員
及

び
令
和
二
年
国
家
公
務
員
法
等
改
正
法
附
則
第
九
条
第
二
項
又
は
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
採
用
し
た
隊
員
の
う
ち
当
該
隊
員
を
昇
任
し
、
降
任
し
、
又
は
転
任
し

よ
う
と
す
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
に
係
る
新
自
衛
隊
法
定
年
相
当
年
齢
（
短
時
間
勤

務
の
官
職
を
占
め
る
隊
員
が
、
常
時
勤
務
を
要
す
る
官
職
で
そ
の
職
務
が
当
該
短
時

間
勤
務
の
官
職
と
同
種
の
官
職
を
占
め
て
い
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
第
四
十

四
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
定
年
を
い
う
。
）
に
達
し
て
い
る
隊
員
」
と
す
る
。

６
任
命
権
者
は
、
附
則
第
六
条
第
六
項
に
規
定
す
る
基
準
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
基
準
日
の
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
基

準
日
に
お
け
る
新
自
衛
隊
法
定
年
（
新
自
衛
隊
法
第
四
十
四
条
の
六
第
二
項
に
規
定

す
る
定
年
（
短
時
間
勤
務
の
官
職
に
あ
っ
て
は
、
当
該
短
時
間
勤
務
の
官
職
を
占
め

る
隊
員
が
、
常
時
勤
務
を
要
す
る
官
職
で
そ
の
職
務
が
当
該
短
時
間
勤
務
の
官
職
と

同
種
の
官
職
を
占
め
て
い
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
定
年
）

を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
基
準
日
の
前
日
に
お
け
る
新
自
衛
隊

法
定
年
を
超
え
る
官
職
及
び
こ
れ
に
相
当
す
る
基
準
日
以
後
に
設
置
さ
れ
た
官
職
そ

の
他
の
政
令
で
定
め
る
官
職
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
自
衛
隊
法
定
年
引
上
げ

官
職
」
と
い
う
。
）
に
、
附
則
第
九
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
基
準
日
の

前
日
に
お
い
て
同
日
に
お
け
る
当
該
新
自
衛
隊
法
定
年
引
上
げ
官
職
に
係
る
新
自
衛

隊
法
定
年
に
達
し
て
い
る
者
（
当
該
政
令
で
定
め
る
官
職
に
あ
っ
て
は
、
政
令
で
定

Ｉ
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め
る
者
）
を
、
同
項
又
は
前
条
第
一
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
に

は
、
当
該
者
は
当
該
者
を
採
用
し
よ
う
と
す
る
新
自
衛
隊
法
定
年
引
上
げ
官
職
に
係

る
新
自
衛
隊
法
定
年
に
達
し
て
い
る
も
の
と
み
な
し
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
適
用
し

、
新
自
衛
隊
法
定
年
引
上
げ
官
職
に
、
附
則
第
九
条
第
二
項
又
は
前
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
隊
員
の
う
ち
基
準
日
の
前
日
に
お
い
て
同
日
に
お
け
る
当
該

新
自
衛
隊
法
定
年
引
上
げ
官
職
に
係
る
新
自
衛
隊
法
定
年
に
達
し
て
い
る
隊
員
（
当

該
政
令
で
定
め
る
官
職
に
あ
っ
て
は
、
政
令
で
定
め
る
隊
員
）
を
、
昇
任
し
、
降
任

し
、
又
は
転
任
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
隊
員
は
当
該
隊
員
を
昇
任
し
、
降

任
し
、
又
は
転
任
し
よ
う
と
す
る
新
自
衛
隊
法
定
年
引
上
げ
官
職
に
係
る
新
自
衛
隊

法
定
年
に
達
し
て
い
る
も
の
と
み
な
し
て
、
第
四
項
の
規
定
及
び
前
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
新
自
衛
隊
法
第
四
十
一
条
の
二
第
三
項
の
規
定
を
適
用
す

プ
（
〕
○

７
暫
定
再
任
用
隊
員
は
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
隊
員
と
み
な
し
て
、
新
自
衛

隊
法
第
四
十
六
条
第
二
項
後
段
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項

後
段
中
「
年
齢
六
十
年
以
上
退
職
者
」
と
あ
る
の
は
「
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
令
和
二

年
国
家
公
務
員
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
九
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三

号
ま
で
若
し
く
は
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
若
し
く
は
第
二
項
第
一
号
、
第
二
号
、

第
四
号
若
し
く
は
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
と
な
っ
た
日
若
し
く
は
同

項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
年
齢
六
十
年
以
上
退
職
者
」
と

、
「
）
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
）
又
は
令
和
二
年
国
家
公
務
員
法
等
改
正
法
第
八
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
四
十
四
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
四
十
四
条
の
五
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
か
つ
て
採
用
さ
れ
て
隊
員
と
し
て
在
職
し
て
い
た
期
間
、
令
和
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９
退
職
時
に
特
定
地
方
警
務
官
で
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
は
、
前
二
条
の
規
定
は
、
適

用
し
な
い

一
二
年
国
家
公
務
員
法
等
改
正
法
附
則
第
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
一
一
項
若
し
く
は
第

十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
か
つ
て
採
用
さ
れ
て
令
和
二
年
国
家

公
務
員
法
等
改
正
法
附
則
第
八
条
第
四
項
に
規
定
す
る
暫
定
再
任
用
隊
員
と
し
て
在

職
し
て
い
た
期
間
若
し
く
は
」
と
す
る
。

８
平
成
十
一
年
十
月
一
日
前
に
新
自
衛
隊
法
第
四
十
六
条
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る

退
職
又
は
先
の
退
職
が
あ
る
暫
定
再
任
用
隊
員
に
つ
い
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
定

年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
隊
員
と
み
な
し
て
同
条
第
二
項
後
段
の
規
定
を
適
用
す
る

場
合
に
は
、
同
項
後
段
に
規
定
す
る
引
き
続
く
隊
員
と
し
て
の
在
職
期
間
に
は
、
同

日
前
の
当
該
退
職
又
は
先
の
退
職
の
前
の
隊
員
と
し
て
の
在
職
期
間
を
含
ま
な
い
も

の
と
す
る
。

９
退
職
時
に
特
定
地
方
警
務
官
で
あ
っ
た
者
に
は
、
前
二
条
の
規
定
は
、
適

用
し
な
い
。

第
十
二
条
暫
定
再
任
用
隊
員
（
短
時
間
勤
務
の
官
職
を
占
め
る
暫
定
再
任
用
隊
員
（

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
隊
員
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。

以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
俸
給
月
額
は
、
当
該
暫
定
再
任
用
隊

員
が
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
隊
員
で
あ
る
も
の
と
し
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
防

衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
俸
給
表
の
定
年

前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
欄
に
掲
げ
る
基
準
俸
給
月
額
の
う
ち
、
同
法
第
四
条

の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
暫
定
再
任
用
隊
員
の
属
す
る
職
務
の
級
に
応
じ
た

額
と
す
る
。

２
新
育
児
休
業
法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
育
児
休
業
法
第
十
一
一
条

第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
暫
定
再
任
用
隊
員
に
対
す
る
前
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５
新
寒
冷
地
手
当
法
の
規
定
並
び
に
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
第
五

条
第
二
項
、
第
士
一
条
及
び
第
十
四
条
（
初
任
給
調
整
手
当
、
同
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
の
五
か
ら
第
十
一
条

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
、
「
に
、
当
該

暫
定
再
任
用
隊
員
の
一
週
間
当
た
り
の
通
常
の
勤
務
時
間
を
定
年
前
再
任
用
短
時
間

勤
務
隊
員
及
び
新
育
児
休
業
法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
育
児
休
業

法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
隊
員
の
一
週
間
当

た
り
の
通
常
の
勤
務
時
間
と
し
て
防
衛
省
令
で
定
め
る
も
の
で
除
し
て
得
た
数
を
乗

じ
て
得
た
額
と
す
る
」
と
す
る
。

３
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
隊
員
の
俸
給
月
額
は
、
当
該
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務

隊
員
が
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
隊
員
で
あ
る
も
の
と
し
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
俸
給
表
の
定

年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
欄
に
掲
げ
る
基
準
俸
給
月
額
の
う
ち
、
同
法
第
四

条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
隊
員
の
属
す
る
職
務

の
級
に
応
じ
た
額
に
、
当
該
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
隊
員
の
一
週
間
当
た
り
の
通

常
の
勤
務
時
間
を
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
隊
員
及
び
新
育
児
休
業
法
第
二
十
七

条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
育
児
休
業
法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短

時
間
勤
務
職
員
以
外
の
隊
員
の
一
週
間
当
た
り
の
通
常
の
勤
務
時
間
と
し
て
防
衛
省

令
で
定
め
る
も
の
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

４
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
隊
員
は
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
隊
員
と
み
な
し

て
、
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
一
一
項
に
お
い
て
準
用
す

る
新
一
般
職
給
与
法
第
士
一
条
第
一
一
項
及
び
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る

○
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（
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
士
一
一
条
新
防
衛
省
職
員
給
与
法
第
二
十
七
条
の
二
及
び
附
則
第
士
一
項
か
ら
第
十

五
項
ま
で
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
退
職
し
た
同
条
に
規
定
す
る
若
年
定
年
退
職

者
で
あ
っ
て
、
退
職
の
日
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
当
該
若
年
定
年
退
職
者
に
係

る
定
年
に
達
す
る
日
が
施
行
日
以
後
で
あ
る
も
の
に
係
る
若
年
定
年
退
職
者
給
付
金

に
つ
い
て
適
用
し
、
退
職
の
日
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
当
該
若
年
定
年
退
職
者

に
係
る
定
年
に
達
す
る
日
が
施
行
日
前
で
あ
る
同
条
に
規
定
す
る
若
年
定
年
退
職
者

及
び
施
行
日
前
に
退
職
し
た
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
防
衛
省
の
職
員
の
給

の
七
ま
で
の
規
定
に
よ
る
地
域
手
当
、
住
居
手
当
及
び
特
地
勤
務
手
当
言
れ
に
準

ず
る
手
当
を
含
む
。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
新
防
衛
省
職
員
給
与
法
第

五
条
第
一
項
の
規
定
は
、
暫
定
再
任
用
隊
員
に
は
適
用
し
な
い
。

６
暫
定
再
任
用
隊
員
に
対
す
る
新
退
職
手
当
法
第
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
項
中
「
又
は
自
衛
隊
法
」
と
あ
る
の
は
「
、
自
衛
隊
法
」
と
、
「
第
四

十
五
条
の
一
一
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
又
は
国
家
公
務
員

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
号
）
附
則
第
九
条
第
一

項
若
し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
第
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
と
す
る
。

７
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
隊
員
は
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
隊
員
と
み
な
し

て
、
新
育
児
休
業
法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
新
育
児
休
業
法
第
二

十
六
条
第
一
項
並
び
に
自
衛
隊
法
第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
防
衛
省
令

で
定
め
る
勤
務
時
間
及
び
休
暇
の
規
定
を
適
用
す
る
。

８
附
則
第
九
条
か
ら
前
条
ま
で
及
び
前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
暫
定
再
任
用

隊
員
の
任
用
そ
の
他
暫
定
再
任
用
隊
員
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。
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（
検
討
）

第
十
六
条
政
府
は
、
国
家
公
務
員
の
年
齢
別
構
成
及
び
人
事
管
理
の
状
況
、
民
間
に

お
け
る
高
年
齢
者
の
雇
用
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
並
び
に
人
事
院
に
お
け
る
検
討
の

状
況
に
鑑
み
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
新
国
家
公
務
員
法
若
し
く
は
新
自

衛
隊
法
に
規
定
す
る
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
に
よ
る
降
任
等
若
し
く
は
定
年
前

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
若
し
く
は
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
隊
員
に
関
連
す
る

制
度
又
は
新
検
察
庁
法
に
規
定
す
る
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
検
察
官
の
任
用
に

（
会
計
検
査
院
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
四
条
こ
の
法
律
の
施
行
後
最
初
に
任
命
さ
れ
る
検
査
官
（
任
期
中
に
欠
け
た
検

査
官
の
後
任
と
し
て
任
命
さ
れ
る
検
査
官
を
除
く
。
）
の
任
期
は
、
第
十
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
後
の
会
計
検
査
院
法
（
次
項
に
お
い
て
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
三
年
と
す
る
。

２
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
在
職
す
る
検
査
官
の
任
期
及
び
定
年
は
、
新
法
第
五

条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
そ
の
他
の
経
過
措
置
の
政
令
等
へ
の
委
任
）

第
十
五
条
附
則
第
三
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行

に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
（
人
事
院
の
所
掌
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
人

事
院
規
則
）
で
定
め
る
。

与
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
七
条
の
二
に
規
定
す
る
若
年
定
年
退
職
者
に
係
る
若
年

定
年
退
職
者
給
付
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

－34－



（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
一
部
改
正
）

第
十
七
条
独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
九
条
第
二
項
中
「
第
八
十
一
条
の
二
第
二
項
各
号
」
を
「
第
八
十
一
条
の

二
第
一
項
中
「
人
事
院
規
則
で
定
め
る
官
職
を
」
と
あ
る
の
は
「
行
政
執
行
法
人
の

長
が
定
め
る
官
職
を
」
と
、
同
条
第
二
項
各
号
、
同
法
第
八
十
一
条
の
五
第
一
項
各

号
及
び
第
三
項
、
第
八
十
一
条
の
六
第
二
項
並
び
に
第
八
十
一
条
の
七
第
一
項
各
号

並
び
に
同
法
附
則
第
八
条
第
三
項
及
び
第
五
項
の
表
」
に
、
「
第
八
十
一
条
の
三
第

二
項
」
を
「
第
八
十
一
条
の
五
第
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
八
十
一
条
の
七
第
二

項
」
に
改
め
、
「
と
き
は
」
と
」
の
下
に
「
、
同
条
第
一
項
中
「
延
長
し
た
場
合
で

あ
っ
て
、
引
き
続
き
勤
務
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
人
事
院
の
承
認
を
得
た
」
と
あ
る

の
は
「
延
長
し
た
」
と
」
を
加
え
、
「
と
す
る
」
を
「
と
、
同
法
附
則
第
八
条
第
二

項
及
び
第
四
項
中
「
と
し
て
人
事
院
規
則
で
」
と
あ
る
の
は
「
と
し
て
行
政
執
行
法

人
の
長
が
」
と
、
同
項
中
「
人
事
院
規
則
で
定
め
る
年
齢
」
と
、
」
と
あ
る
の
は
「

行
政
執
行
法
人
の
長
が
定
め
る
年
齢
」
と
、
」
と
、
同
法
附
則
第
九
条
中
「
相
当
す

る
職
員
と
し
て
人
事
院
規
則
で
」
と
あ
る
の
は
「
相
当
す
る
職
員
と
し
て
行
政
執
行

関
連
す
る
制
度
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講

ず
る
も
の
と
す
る
。

２
政
府
は
、
で
き
る
だ
け
速
や
か
に
、
国
家
公
務
員
の
給
与
水
準
が
旧
国
家
公
務
員

法
第
八
十
一
条
の
二
第
二
項
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
検
察
庁
法
第
二
十

二
条
又
は
旧
自
衛
隊
法
第
四
十
四
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
定
年
の
前
後
で
連
続

的
な
も
の
と
な
る
よ
う
、
国
家
公
務
員
の
給
与
制
度
に
つ
い
て
、
人
事
院
に
お
け
る

検
討
の
状
況
を
踏
ま
え
、
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
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？

（
国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
九
条
国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。第

十
六
条
の
表
第
八
条
第
十
二
項
の
項
を
削
り
、
同
表
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号

の
項
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に

改
め
、
同
表
第
十
六
条
第
三
項
の
項
を
削
る
。

第
十
七
条
の
表
第
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
六
条
第
二
項
た
だ
し
書
、
第
七
条

第
二
項
、
第
十
一
条
及
び
第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
の
項
中
「
、
第
六
条
第
二
項
た

だ
し
書
」
を
「
及
び
第
二
項
た
だ
し
書
」
に
、
「
及
び
」
を
「
並
び
に
」
に
、
「
再

任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
の
定
め
る
」
を
「
で
定
め
る
」
に
、
「
第
八
十
一
条
の

（
裁
判
所
職
員
臨
時
措
置
法
の
一
部
改
正
）

第
十
八
条
裁
判
所
職
員
臨
時
措
置
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
九
十
九
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
第
一
号
中
「
執
行
官
に
つ
い
て
」
の
下
に
「
第
六
十
条
の
二
、
」
を
加
え
、

「
第
八
十
一
条
の
六
ま
で
」
を
「
第
八
十
一
条
の
八
ま
で
並
び
に
附
則
第
八
条
及
び

第
九
条
」
に
改
め
、
本
則
第
十
号
中
「
第
二
条
第
二
項
第
二
号
」
を
「
第
二
条
第
二

項
第
三
号
」
に
改
め
る
。

法
人
の
長
が
」
と
、
「
の
う
ち
人
事
院
規
則
で
」
と
あ
る
の
は
「
の
う
ち
行
政
執
行

法
人
の
長
が
」
と
、
「
そ
の
他
人
事
院
規
則
で
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
他
行
政
執
行

法
人
の
長
が
」
と
す
る
」
に
改
め
る
。
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条
の
五
第
一
項
」
を
「
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員

」
に
改
め

年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
、

規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
二
項
た
だ
し
書
」
に
、

十
一
条
の
二
第
三
項
」
に
改
め
、
同
表
前
条
第
一
項
の
項
中
「
第
八
十
一
条
の
四
第

項
」
を
「
第
六
十
条
の
二
第
三
項
」
に

員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。

第
一
項
第
一
号
並
び
に
第
二
十
三
条
の
項
中
「
第
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
「

に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
を
占
め
る
も
の
」
を
「
第
六
十
条
の
二
第
二
項
に

四
第
一
項
又
は
第
八
十
一
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
で
同
項

め
、
同
表
第
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
七
条
第
二
項
、
第
十
一
条
、
第
十
七
条

間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。

用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
、
同
表
第
二
十
二
条
第
一
項
の
項
中
「
再
任
用
短
時

項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
、
第
十
条
の
四
」
に
、

を
削
り
、
同
表
第
十
九
条
の
八
第
三
項
の
項
中
「
第
十
条
の
四
」
を
「
第
八
条
第
四

第
二
十
四
条
の
表
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
の
項
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
、
同
表
第
十
六
条
第
三
項
の
項

五
第
三
項
」
を
「
第
六
十
条
の
二
第
三
項
」
に
改
め
る
。

一
項
又
は
第
八
十
一
条
の
五
第
一
項
」
を
「
第
六
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
定

第
二
十
七
条
第
一
項
の
表
第
二
十
三
条
第
一
項
の
項
中
「
第
八
十
一
条
の
五
第
三

第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
の
定
め
る
」
を
「
で
定
め
る
」
に
、

第
二
十
五
条
の
表
第
五
条
第
一
項
の
項
中
「
の
定
め
る
」
を
「
で
定
め
る
」
に
改

同
条
第
二
項
中
「
第
四
十
四
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務

「
第
四
十
四
条
の
四
第
一
項
又
は
第
四
十
四

「
第
四
十
四
条
の
五
第
三
項
」
を
「
第
四

「
再
任
用
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任

「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職

「
第
八
十
一
条
の
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（
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
関
す
る
読
替
え
）

第
三
条
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

の
官
職
を
占
め
る
」
を
「
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
」

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
四
十
四
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の

官
職
を
占
め
る
」
を
「
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
」
に

、
「
自
衛
隊
法
第
四
十
四
条
の
四
第
一
項
、
第
四
十
四
条
の
五
第
一
項
又
は
」
を
「

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
自
衛
隊
法
」
に
改
め
る
。

附
則
を
附
則
第
一
条
と
し
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
施
行
期
且
」
を
付
し

、
附
則
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
給
与
法
附
則
第
八
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
関
す

る
読
替
え
）

第
二
条
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
給
与
法
附
則
第
八
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
同
項
中
「
）
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
、
「
）
に
、
国
家
公
務
員
の
育

児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
九
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
ら
れ
た
勤
務
時
間
法
第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
定
め

ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
項
本
文
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た

数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
」
と
す
る
。

２
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
が
給
与
法
附
則
第
八
項
の

規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
お
け
る
同
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条

中
「
前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
、
「
前
条
ま
で
及
び
附
則
第
二
条
第
一
項
」
と
す

る
0
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は
、
同
項
中
「
）
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
、
「
）
に
、
国
家
公
務
員
の
育
児
休
業

等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
九
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
ら
れ
た
一
般
職
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年

法
律
第
三
十
三
号
）
第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の

者
の
勤
務
時
間
を
同
項
本
文
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て

得
た
額
と
す
る
」
と
す
る
。

２
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
が
検
察
官
の
俸
給
等
に
関

す
る
法
律
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
お
け
る
第
二
十

二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
、
「
前

条
ま
で
及
び
附
則
第
三
条
第
一
項
」
と
す
る
。

（
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
附
則
第
五
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
関
す
る
読
替
え
）

第
四
条
第
二
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
附
則

第
五
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
）
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
、
「

）
に
、
そ
の
者
の
一
週
間
当
た
り
の
通
常
の
勤
務
時
間
を
定
年
前
再
任
用
短
時
間

勤
務
職
員
及
び
国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第

百
九
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
三
条
第
一
項
に
規

定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員
の
一
週
間
当
た
り
の
通
常
の
勤
務
時

間
と
し
て
防
衛
省
令
で
定
め
る
も
の
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る

」
と
す
る
。

２
第
二
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
勤
務
を

し
て
い
る
職
員
が
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
附
則
第
五
項
の
規
定
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Ｊ

１

〃

ｒ

第

二

十

一

条

国

家

公

務

員

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

昭

和

二

十

三

年

法

律

第

二

第
二
十
条

務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。

職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。

」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
中

改
め
る
。

規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
で
同
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
を
占
め
る

」
に
、

う
に
改
正
す
る
。

百
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

も
の
」
を
「
第
六
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

（
国
家
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

「
の
定
め
る
」
を
「
で
定
め
る
」
に
改
め
る
。

（
一
般
職
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条
、
第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
十
三
条
中
「
再
任
用
短
時
間
勤

第
七
条
第
二
項
中
「
の
定
め
る
」
を
「
で
定
め
る
」
に

第
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

第
五
条
第
二
項
中
「
第
八
十
一
条
の
四
第
一
項
又
は
第
八
十
一
条
の
五
第
一
項
の

、
同
項
の
表
第
二
十
二
条
の
項
中
「
及
び
第
二
十
七
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は

を
適
用
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は

「
、
第
二
十
七
条
第
二
項
及
び
附
則
第
四
条
第
一
項
」
と
す
る
。

「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に

一
般
職
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ

「
再
任
用
短
時
間
勤
務
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（
行
政
執
行
法
人
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
十
二
条
行
政
執
行
法
人
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第

二
百
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
七
条
第
一
項
第
一
号
中
「
附
則
第
十
六
条
」
を
「
附
則
第
六
条
」
に
改
め

、
同
条
第
二
項
中
「
附
則
第
十
三
条
」
を
「
附
則
第
四
条
」
に
改
め
る
。

（
国
家
公
務
員
宿
舎
法
等
の
一
部
改
正
）

第
二
十
三
条
次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
第
八
十
一
条
の
五
第
一
項
」
を
「
第
六

十
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
る
。

一
国
家
公
務
員
宿
舎
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
二
号
イ

ニ
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す

る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
第
六
十
一
条
第
三
項
、
第
五
項
た
だ
し

書
、
第
六
項
、
第
七
項
、
第
十
二
項
、
第
十
七
項
及
び
第
二
十
九
項

三
国
家
公
務
員
倫
理
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項

（
国
家
公
務
員
の
寒
冷
地
手
当
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
十
四
条
国
家
公
務
員
の
寒
冷
地
手
当
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
一
条
中
「
限
り
、
同
法
第
八
十
一
条
の
四
第
一
項
又
は
第
八
十
一
条
の
五
第
一

附
則
第
五
条
中
「
附
則
第
十
六
条
」
を
「
附
則
第
六
条
」
に
、
「
規
定
施
行
前
に

な
し
た
」
を
「
規
定
の
施
行
前
に
し
た
」
に
、
「
掲
げ
る
」
を
「
規
定
す
る
」
に
、

「
関
す
る
」
を
「
対
す
る
」
に
改
め
る
。
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（
自
衛
隊
員
倫
理
法
の
一
部
改
正
）

第
二
十
六
条
自
衛
隊
員
倫
理
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
第
四
十
四
条
の
五
第
一
項
」
を
「
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項

」
に
改
め
る
。

（
国
家
公
務
員
等
退
職
手
当
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
十
五
条
国
家
公
務
員
等
退
職
手
当
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八

年
法
律
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
五
項
中
「
第
五
条
ま
で
」
の
下
に
「
又
は
附
則
第
十
二
項
若
し
く
は
第
十

三
項
」
を
、
「
第
五
条
の
三
ま
で
」
の
下
に
「
及
び
附
則
第
十
二
項
か
ら
第
十
六
項

ま
で
」
を
加
え
る
。

附
則
第
六
項
中
「
第
五
条
の
二
」
の
下
に
「
及
び
附
則
第
十
五
項
」
を
加
え
る
。

附
則
第
七
項
中
「
第
五
条
」
の
下
に
「
又
は
附
則
第
十
三
項
」
を
加
え
る
。

項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
を
除
く
」
を
「
限
る
」
に
改
め
る
。

第
五
条
の
表
第
一
条
の
項
中
「
同
法
第
八
十
一
条
の
四
第
一
項
又
は
第
八
十
一
条

の
五
第
一
項
」
を
「
限
る
」
に
、
「
自
衛
隊
法
」
を
「
限
り
、
自
衛
隊
法
」
に
改
め

、
「
第
四
十
四
条
の
四
第
一
項
、
第
四
十
四
条
の
五
第
一
項
又
は
」
を
削
り
、
「
第

四
十
五
条
の
二
第
一
項
」
の
下
に
「
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
を
除
く
」
を

加
え
る
。

（
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）
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（
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
十
八
条
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法

律
第
百
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
三
条
第
一
項
中
「
附
則
第
二
十
一
項
か
ら
第
二
十
三
項
ま
で
及
び
第
二
十

六
項
」
を
「
附
則
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
及
び
第
十
一
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
六
条
第
一
項
中
「
附
則
第
二
十
六
項
」
を
「
附
則
第
十
一
項
」
に
改
め
る

（
競
争
の
導
入
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
改
革
に
関
す
る
法
律
及
び
国
家
戦
略
特
別

区
域
法
の
一
部
改
正
）

第
三
十
条
次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
附
則
第
二
十
一
項
か
ら
第
二
十
三
項
ま
で

及
び
第
二
十
六
項
」
を
「
附
則
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
及
び
第
十
一
項
」
に
改
め

る
。一

競
争
の
導
入
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
改
革
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法

（
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
十
九
条
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十

七
年
法
律
第
百
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
九
条
」
を
「
附
則
第
三
条
」
に
改
め
る

第
二
十
七
条
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年

法
律
第
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
四
項
中
「
附
則
第
二
十
一
項
」
を
「
附
則
第
六
項
」
に
改
め
る
。

○
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（
国
家
公
務
員
の
留
学
費
用
の
償
還
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
三
十
一
条
国
家
公
務
員
の
留
学
費
用
の
償
還
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律

第
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
号
中
「
第
八
十
一
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
八
十
一
条
の
六
第
一
項

」
に
、
「
第
八
十
一
条
の
三
第
一
項
」
を
“
「
第
八
十
一
条
の
七
第
一
項
」
に
改
め
る

（
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
三
十
二
条
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

二
十
四
年
法
律
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
一
条
た
だ
し
書
中
「
附
則
第
六
条
」
を
「
附
則
第
四
条
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
条
中
「
（
次
条
及
び
附
則
第
四
条
に
お
い
て
「
特
例
期
間
」
と
い
う
。

）
」
を
削
り
、
「
第
十
条
第
一
項
」
を
「
附
則
第
四
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
三
条
及
び
第
四
条
を
削
る
。

0

第
十
条
の
表
第
四
条
第
二
号
の
項
中
「
第
八
十
一
条
の
二
第
一
項
」
を
削
る
。

第
十
一
条
の
表
第
四
条
第
二
号
の
項
中
「
第
八
十
一
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
八

十
一
条
の
六
第
一
項
」
に
、
「
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
四
十
四
条
の
六

第
一
項
」
に
、
「
第
八
十
一
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
八
十
一
条
の
七
第
一
項
」
に

、
「
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
四
十
四
条
の
七
第
一
項
」
に
改
め
る
。

律
第
五
十
一
号
）
第
三
十
一
条
第
三
項
第
一
号

二
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
十
九
条
の
二
第

四
項
第
一
号
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（
被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
三
十
四
条
被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

附
則
第
三
十
五
条
第
四
項
中
「
係
る
」
の
下
に
「
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
」

を
、
「
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
」
の
下
に
「
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「

旧
国
家
公
務
員
法
」
と
い
う
。
」
を
加
え
、
「
、
国
家
公
務
員
法
」
を
「
、
旧
国
家

公
務
員
法
」
に
、
「
（
国
家
公
務
員
法
」
を
「
（
旧
国
家
公
務
員
法
」
に
、
「
及
び

（
国
有
林
野
の
有
す
る
公
益
的
機
能
の
維
持
増
進
を
図
る
た
め
の
国
有
林
野
の
管
理

経
営
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
一
部
改
正
）

第
三
十
三
条
国
有
林
野
の
有
す
る
公
益
的
機
能
の
維
持
増
進
を
図
る
た
め
の
国
有
林

野
の
管
理
経
営
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
四
年

法
律
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
三
十
条
中
「
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
」
を
削
り
、
「
附
則
第
二
十

四
項
」
を
「
附
則
第
九
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
六
条
中
「
附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
」
を
「
前
三
条
」
に
改
め
、
同
条

を
附
則
第
四
条
と
す
る
。

0

附
則
第
五
条
中
「
前
三
条
」
を
「
前
条
」
に
改
め
、
同
条
を
附
則
第
三
条
と
す
る
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（
雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
三
十
六
条
雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
十

四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
十
四
条
第
一
項
中
「
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
」
及
び
「
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
新
退
職
手
当
法
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
「
新
退
職
手
当
法
附

則
第
二
十
五
項
」
を
「
同
法
附
則
第
十
項
」
に
、
「
退
職
し
た
国
家
公
務
員
退
職
手

当
法
」
を
「
退
職
し
た
同
法
」
に
、
「
あ
っ
て
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
」
を
「
あ

っ
て
同
法
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
新
退
職
手
当
法
」
を
「
国
家
公
務
員
退
職

手
当
法
」
に
、
「
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
第
十
条
第
十
一
項
」
を
「
同
条
第
十
一

項
」
に
改
め
る
。

（
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
三
十
五
条
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
八
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
の
定
め
る
」
を
「
で
定
め
る
」
に
、
「
第
二
十

条
各
号
」
を
「
第
二
十
条
第
一
項
各
号
」
に
改
め
る
。

国
家
公
務
員
法
」
を
「
及
び
旧
国
家
公
務
員
法
」
に
改
め
る
。
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